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(57)【要約】
【課題】電動機等の駆動源自体の温度やその環境温度の
変化に起因する車両制御への悪影響を解消することが可
能な車両の制御装置を提供する。
【解決手段】モータジェネレータＭＧ２の出力を自動変
速機３によって変速して駆動輪７へ伝達するハイブリッ
ド車ＨＶにおいて、モータジェネレータＭＧ２の磁石温
度を推定し、その磁石温度が基準温度よりも高い場合に
は、自動変速機３のブレーキＢ１，Ｂ２を係合及び解放
するための油圧指令値を低くするように補正することで
タイアップショックを防止する。一方、磁石温度が基準
温度よりも低い場合には、自動変速機３のブレーキＢ１
，Ｂ２を係合及び解放するための油圧指令値を高くする
ように補正し、モータジェネレータＭＧ２の吹け上がり
を回避する。
【選択図】図１



(2) JP 2009-83583 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用の駆動力を出力する電動機と、この電動機から駆動輪までの間の動力伝達経路に
備えられ且つ摩擦係合要素の係合状態を変更することによって変速動作を行う変速機と、
この変速機の変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の制御装置において、
　上記電動機の温度を推定または検出する温度認識手段と、
　上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度に基づいて上記変速機制
御手段による変速機の変速動作を補正する変速動作補正手段とを備えていることを特徴と
する車両の制御装置。
【請求項２】
　上記請求項１記載の車両の制御装置において、
　上記温度認識手段は電動機に備えられた磁石の温度を推定または検出するよう構成され
ていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項３】
　上記請求項１または２記載の車両の制御装置において、
　上記変速動作補正手段は、摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合
要素のトルク容量を補正するよう構成されていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項４】
　上記請求項３記載の車両の制御装置において、
　上記変速動作補正手段は、上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温
度が所定の基準温度よりも高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩
擦係合要素のトルク容量を小さくするように補正する構成となっていることを特徴とする
車両の制御装置。
【請求項５】
　上記請求項３記載の車両の制御装置において、
　上記変速動作補正手段は、上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温
度が所定の基準温度よりも低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩
擦係合要素のトルク容量を大きくするように補正する構成となっていることを特徴とする
車両の制御装置。
【請求項６】
　上記請求項４記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素は、油圧の供給により係合状態が変更されるようになっており、
　上記変速動作補正手段は、摩擦係合要素へ供給する油圧値を低く補正することにより摩
擦係合要素のトルク容量を小さくするよう構成されていることを特徴とする車両の制御装
置。
【請求項７】
　上記請求項５記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素は、油圧の供給により係合状態が変更されるようになっており、
　上記変速動作補正手段は、摩擦係合要素へ供給する油圧値を高く補正することにより摩
擦係合要素のトルク容量を大きくするよう構成されていることを特徴とする車両の制御装
置。
【請求項８】
　上記請求項３、４または５記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素は、電磁クラッチにより構成されており、
　上記変速動作補正手段は、電磁クラッチを作動させるための電圧値を補正することによ
り摩擦係合要素のトルク容量を補正するよう構成されていることを特徴とする車両の制御
装置。
【請求項９】
　上記請求項３～８のうち何れか一つに記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素の摩擦接触面の表面温度を推定または検出する摩擦接触面温度認識手



(3) JP 2009-83583 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

段と、
　上記摩擦接触面温度認識手段によって推定または検出された摩擦接触面の表面温度が所
定の基準温度よりも高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合
要素のトルク容量の指令値を大きくするように補正する変速動作追加補正手段とを備えて
いることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項１０】
　上記請求項３～９のうち何れか一つに記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素の摩擦接触面の表面温度を推定または検出する摩擦接触面温度認識手
段と、
　上記摩擦接触面温度認識手段によって推定または検出された摩擦接触面の表面温度が所
定の基準温度よりも低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合
要素のトルク容量の指令値を小さくするように補正する変速動作追加補正手段とを備えて
いることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項１１】
　走行用の駆動力を出力する駆動源と、この駆動源から駆動輪までの間の動力伝達経路に
備えられ且つ摩擦係合要素の係合状態を変更することによって変速動作を行う変速機と、
この変速機の変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の制御装置において、
　上記駆動源の温度を推定または検出する温度認識手段と、
　上記温度認識手段によって推定または検出された駆動源の温度に基づいて上記変速機制
御手段による変速機の変速動作を補正する変速動作補正手段とを備えていることを特徴と
する車両の制御装置。
【請求項１２】
　上記請求項１１記載の車両の制御装置において、
　上記駆動源は内燃機関であって、
　上記温度認識手段は、内燃機関の冷却水温度または潤滑油温度を検出するよう構成され
ていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項１３】
　上記請求項１１記載の車両の制御装置において、
　駆動源は内燃機関であって、
　上記変速動作補正手段は、温度認識手段によって推定または検出された内燃機関の温度
が所定の暖機運転完了温度よりも低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際における
その摩擦係合要素のトルク容量を小さくするように補正する構成となっていることを特徴
とする車両の制御装置。
【請求項１４】
　上記請求項１１記載の車両の制御装置において、
　駆動源は内燃機関であって、
　上記変速動作補正手段は、温度認識手段によって推定または検出された内燃機関の温度
が所定の暖機運転完了温度よりも高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際における
その摩擦係合要素のトルク容量を大きくするように補正する構成となっていることを特徴
とする車両の制御装置。
【請求項１５】
　走行用の駆動力を出力する内燃機関と、この内燃機関から駆動輪までの間の動力伝達経
路に備えられ且つ摩擦係合要素の係合状態を変更することによって変速動作を行う変速機
と、この変速機の変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の制御装置において
、
　上記内燃機関に吸入される吸気の温度を検出する温度認識手段と、
　上記温度認識手段によって検出された吸気の温度に基づいて上記変速機制御手段による
変速機の変速動作を補正する変速動作補正手段とを備えていることを特徴とする車両の制
御装置。
【請求項１６】
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　上記請求項１５記載の車両の制御装置において、
　上記変速動作補正手段は、温度認識手段によって検出された吸気の温度が所定温度より
も高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合要素のトルク容量
を小さくするように補正する構成となっていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項１７】
　上記請求項１５記載の車両の制御装置において、
　上記変速動作補正手段は、温度認識手段によって検出された吸気の温度が所定温度より
も低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合要素のトルク容量
を大きくするように補正する構成となっていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項１８】
　走行用の駆動力を出力する電動機と、この電動機にトルク指令値を出力することでこの
電動機を駆動制御する電動機制御手段とを備えた車両の制御装置において、
　上記電動機の温度を推定または検出する温度認識手段と、
　上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度に基づいて上記電動機制
御手段から出力されるトルク指令値を補正するトルク指令値補正手段とを備えていること
を特徴とする車両の制御装置。
【請求項１９】
　上記請求項１８記載の車両の制御装置において、
　上記トルク指令値補正手段は、温度認識手段によって推定または検出された電動機の温
度が所定温度よりも高いほどトルク指令値を高くするように補正する構成となっているこ
とを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２０】
　上記請求項１９記載の車両の制御装置において、
　上記トルク指令値補正手段は、温度認識手段によって推定または検出された電動機の温
度が所定温度よりも低いほどトルク指令値を低くするように補正する構成となっているこ
とを特徴とする車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば複数の駆動源を有するハイブリッド車などに代表される車両の制御装
置に係る。特に、本発明は、温度変化に起因する車両制御への悪影響を解消するための対
策に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境保護の観点から、車両に搭載されたエンジン（内燃機関）からの排気ガスの
排出量低減及び燃費の改善が望まれており、これを満足する車両として、ハイブリッドシ
ステムを搭載したハイブリッド車が実用化されている。
【０００３】
　このハイブリッド車は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどのエンジンと、エ
ンジン出力による発電またはバッテリに蓄えられた電力により駆動（力行）してエンジン
出力のアシスト等を行う電動機（例えばモータジェネレータまたはモータ）とを備え、こ
れらエンジン及び電動機のいずれか一方または双方を走行駆動源としている。
【０００４】
　この種のハイブリッド車においては、車速及びアクセル開度に基づいて、エンジン及び
電動機の運転領域（具体的には駆動または停止）が制御される。例えば、発進時や低速走
行時のようにエンジン効率が低くなる領域では、エンジンを停止させて電動機のみの動力
で駆動輪を駆動する。また、通常走行時には、エンジンを駆動して、そのエンジンの動力
で駆動輪を駆動するという制御を行う。さらに、全開加速等の高負荷時には、エンジンの
動力に加えて、バッテリから電動機に電力を供給して電動機による動力を補助動力として
追加するという制御を行う。
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【０００５】
　上述したハイブリッド車などの車両において、電動機が発生するトルク及び回転速度を
車両の走行状態に応じて適切に駆動輪に伝達するために、電動機と駆動輪との間の変速比
を自動的に最適設定する自動変速機を搭載したものが知られている（例えば下記の特許文
献１及び特許文献２）。この自動変速機としては、摩擦係合要素であるクラッチやブレー
キと遊星歯車装置とを用いてギヤ段（変速段）を設定する遊星歯車式変速機が適用されて
いる。例えば、摩擦係合要素として２個のブレーキを備えさせ、一方のブレーキを係合し
他方のブレーキを解放する変速段（例えば低速段）と、他方のブレーキを係合し一方のブ
レーキを解放する変速段（例えば高速段）との切り換えを行うようにしている。この場合
、各ブレーキの掴み換えを行う所謂クラッチツークラッチ変速が行われることになる。
【０００６】
　一般に、ハイブリッド車では、上記電動機への供給電流を調整することで電動機の出力
（トルク）を制御するようになっている。このため、上記電動機の作動により駆動力をア
シストしている状況などにあっては、上記変速機の変速動作が行われる際に変速ショック
を生じさせることなく変速動作が円滑に行われるよう電動機の出力を制御することが望ま
れている。
【特許文献１】特開２００６－１８８２１３号公報
【特許文献２】特開２００５－２６４７６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述したハイブリッド車の如く、電動機と駆動輪との間に自動変速機を搭載
したものにあっては、以下に述べるような課題があった。
【０００８】
　つまり、一般に電動機としては交流同期電動機（永久磁石同期電動機）等が採用されて
おり、この電動機のロータ磁石温度は、電動機の使用状況等に応じて刻々と変動するもの
である。そして、このロータ磁石温度が変動する状況にあっては、そのロータ磁石温度に
応じて電動機の能力が変化することになる。
【０００９】
　具体的には、ロータ磁石温度が基準温度（例えば７５℃）よりも高くなると、磁力の低
下が原因となって、電動機に対する指令値によって本来得られるべき出力トルク（上記基
準温度にある場合にその指令値によって得られる出力トルク）よりも実際の出力トルクが
小さくなる傾向がある。逆に、ロータ磁石温度が基準温度よりも低くなると、磁力が高く
なるため、電動機に対する指令値によって本来得られるべき出力トルク（上記基準温度に
ある場合にその指令値によって得られる出力トルク）よりも実際の出力トルクが大きくな
る傾向がある。
【００１０】
　このような状況で、上記自動変速機の変速動作が行われた場合、適正な出力トルクから
乖離した出力トルクを電動機から受けた状態で自動変速機の変速動作がなされることにな
るため、以下の不具合を招くことが懸念される。
【００１１】
　（ロータ磁石温度が基準温度よりも高い場合）
　ロータ磁石温度が基準温度よりも高い場合には、実際の電動機の出力トルクが小さくな
るため、このような状況で自動変速機の変速動作が行われると、自動変速機に備えられて
いる摩擦係合要素であるブレーキ（またはクラッチ）のトルク容量が電動機の出力トルク
に対して相対的に過剰となる。つまり、電動機の出力トルクに対してブレーキの係合力が
高くなり過ぎてしまう。その結果、変速動作の開始前に係合状態にあったブレーキと変速
動作の終了後に係合状態となるべきブレーキとの両係合力が、変速途中において、電動機
の出力トルクに対して最適な係合力よりも高くなる状態となって、自動変速機の内部で一
時的にインターロック状態となる所謂タイアップ状態を招くことになる。このようなタイ
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アップが発生する状況では、変速時に、車両に変速ショック（タイアップショック）が発
生し、乗員に違和感を与えてしまうことになる。
【００１２】
　図１４は、このようにロータ磁石温度が基準温度よりも高い場合における、モータ回転
数、自動変速機の出力軸トルク、自動変速機のブレーキ油圧指令値（実線は係合側のブレ
ーキに対する油圧指令値、破線は解放側のブレーキに対する油圧指令値）である。この図
１４に示すように、変速タイミングにおいて自動変速機の出力軸トルクが急激に大きく落
ち込むタイアップショックが発生している。
【００１３】
　（ロータ磁石温度が基準温度よりも低い場合）
　ロータ磁石温度が基準温度よりも低い場合には、実際の電動機の出力トルクが大きくな
るため、このような状況で自動変速機の変速動作が行われると、自動変速機に備えられて
いる摩擦係合要素であるブレーキ（またはクラッチ）のトルク容量が電動機の出力トルク
に対して相対的に不足することになる。つまり、電動機の出力トルクに対してブレーキの
係合力が低くなり過ぎてしまう。その結果、電動機に対する所謂負荷抜け状態となり、変
速途中において、電動機の回転数が急上昇する（吹け上がる）といった状況を招く可能性
がある。このような電動機の吹け上がりが発生する状況では、電動機の駆動部分や摺動部
分に大きな負荷が掛かり、電動機の寿命を短縮化することに繋がってしまう。
【００１４】
　図１５は、このようにロータ磁石温度が基準温度よりも低い場合における、モータ回転
数、変速機の出力軸トルク、自動変速機のブレーキ油圧指令値（実線は係合側のブレーキ
に対する油圧指令値、破線は解放側のブレーキに対する油圧指令値）である。この図１５
に示すように、変速タイミングにおいて電動機の回転数の急上昇が発生している。
【００１５】
　尚、温度変化に起因する出力トルクの変動は、上述した交流同期電動機の場合に限らず
、誘導型の電動機においても同様に発生する。つまり、この種の電動機では、温度上昇に
伴って導線の電気抵抗値が高くなり、能力が低下する。即ち、上記の場合と同様に、電動
機の温度が基準温度よりも高くなると、電動機に対する指令値によって本来得られるべき
出力トルクよりも実際の出力トルクが小さくなる。逆に、電動機の温度が基準温度よりも
低くなると、電動機に対する指令値によって本来得られるべき出力トルクよりも実際の出
力トルクが大きくなる。
【００１６】
　更に、電動機に限らず、内燃機関においても温度変化に起因して出力トルクが変動する
。つまり、同一吸気量及び同一燃料噴射量であっても内燃機関の温度が異なれば出力トル
クも異なる。具体的には、内燃機関の温度が低い状態（例えば冷間始動直後）では、潤滑
油の粘性が高く、これが攪拌抵抗になるなどして出力トルクが低くなる。これに対し、内
燃機関の暖機完了後、つまり、内燃機関の温度が比較的高い状態では、上記攪拌抵抗の低
減により出力トルクが高くなる。
【００１７】
　このように車両にあっては、駆動源からの出力トルクが温度（上記ロータ磁石温度や内
燃機関自体の温度など）によって変動するため、それが原因となって適正な制御が行えな
い（例えば変速機の変速動作が適正に行えない）といった状況を招く可能性があった。
【００１８】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、電動機等
の駆動源自体の温度やその環境温度の変化に起因する車両制御への悪影響を解消すること
が可能な車両の制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　－課題の解決原理－
　上記の目的を達成するために講じられた本発明の解決原理は、電動機等の駆動源自体の
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温度やその環境温度の変化に起因する出力トルクの変動量を認識し、その変動量に応じて
変速機における摩擦係合要素のトルク容量を補正するなどして、上記出力トルクの変動に
起因する不具合を招かないような制御動作を行うようにしている。
【００２０】
　－解決手段－
　具体的に、本発明は、走行用の駆動力を出力する電動機と、この電動機から駆動輪まで
の間の動力伝達経路に備えられ且つ摩擦係合要素の係合状態を変更することによって変速
動作を行う変速機と、この変速機の変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の
制御装置を前提とする。この車両の制御装置に対し、上記電動機の温度を推定または検出
する温度認識手段と、この温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度に基
づいて上記変速機制御手段による変速機の変速動作を補正する変速動作補正手段とを備え
させている。
【００２１】
　この特定事項により、電動機がそれ自体の温度変化の影響を受けて能力が変化する状況
となっても、それに応じた変速機の変速動作を実現することが可能となる。具体的に、永
久磁石同期電動機の場合、温度によって磁石の磁力が変動し、その影響を受けて、磁石温
度が高い場合には出力トルクが低下し、逆に、磁石温度が低い場合には出力トルクが上昇
する傾向にある。同様に、誘導型電動機の場合、温度によって導線の電気抵抗が変動し、
その影響を受けて、温度が高い場合には出力トルクが低下し、逆に、温度が低い場合には
出力トルクが上昇する傾向にある。そして、出力トルクが低下した状態で変速機の変速動
作が行われると、変速機に備えられている摩擦係合要素のトルク容量が電動機の出力トル
クに対して相対的に過剰となってタイアップショックを招く可能性があった。逆に、出力
トルクが上昇した状態で変速機の変速動作が行われると、変速機に備えられている摩擦係
合要素のトルク容量が電動機の出力トルクに対して相対的に不足し、電動機の回転数が急
上昇する（吹け上がる）といった状況を招く可能性があった。
【００２２】
　本発明によれば、このような温度変化の影響による電動機の出力トルクの変動に対応し
て変速機の変速動作を補正するようにしているため、上記タイアップショックや電動機回
転数の吹け上がりを回避することができる。
【００２３】
　また、上記電動機及び温度認識手段の具体構成としては以下のものが挙げられる。つま
り、上記温度認識手段が、電動機に備えられた磁石の温度を推定または検出する構成とし
ている。これにより、永久磁石同期電動機の磁石温度によって変動する出力トルクに応じ
た変速機の変速動作を実現することができる。
【００２４】
　上記変速動作補正手段のより具体的な構成としては以下のものが挙げられる。つまり、
上記変速動作補正手段が、摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合要
素のトルク容量を補正する構成としている。
【００２５】
　この場合のトルク容量の補正手法としては、上記温度認識手段によって推定または検出
された電動機の温度が所定の基準温度よりも高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する
際におけるその摩擦係合要素のトルク容量を小さくするように補正する。そして、上記摩
擦係合要素が、油圧の供給により係合状態が変更されるものである場合には、上記変速動
作補正手段が、摩擦係合要素へ供給する油圧値を低く補正することにより摩擦係合要素の
トルク容量を小さくするようにしている。
【００２６】
　逆に、上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度が所定の基準温度
よりも低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合要素のトルク
容量を大きくするように補正する。そして、上記摩擦係合要素が、油圧の供給により係合
状態が変更されるものである場合には、上記変速動作補正手段が、摩擦係合要素へ供給す
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る油圧値を高く補正することにより摩擦係合要素のトルク容量を大きくするようにしてい
る。尚、ここでいう所定の基準温度とは、電動機の定常駆動状態における温度であって、
例えば７５℃に設定される。この値はこれに限定されるものではない。
【００２７】
　このようにして電動機の温度に応じて摩擦係合要素のトルク容量を補正するようにした
ことにより、上記タイアップショックや電動機回転数の吹け上がりを回避するための具体
的な制御手法を特定することができ、本発明の実用性の向上を図ることができる。
【００２８】
　また、上記摩擦係合要素を電磁クラッチにより構成した場合には、上記変速動作補正手
段が、電磁クラッチを作動させるための電圧値を補正することにより摩擦係合要素のトル
ク容量を補正することになる。
【００２９】
　このように、油圧供給によって係合状態が変更される摩擦係合要素に限らず、電磁クラ
ッチによって摩擦係合要素を構成した場合にも、上述した各解決手段の場合と同様の作用
を得て、上記タイアップショックや電動機回転数の吹け上がりを回避することが可能とな
る。
【００３０】
　また、上述した変速動作補正手段による摩擦係合要素のトルク容量補正動作に加えて、
更なる補正（追加補正）を行うようにした構成として以下のものが挙げられる。つまり、
上記摩擦係合要素の摩擦接触面の表面温度を推定または検出する摩擦接触面温度認識手段
と、上記摩擦接触面温度認識手段によって推定または検出された摩擦接触面の表面温度が
所定の基準温度よりも高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係
合要素のトルク容量の指令値を大きくするように補正する変速動作追加補正手段とを備え
させた構成である。
【００３１】
　また、上記摩擦係合要素の摩擦接触面の表面温度を推定または検出する摩擦接触面温度
認識手段と、上記摩擦接触面温度認識手段によって推定または検出された摩擦接触面の表
面温度が所定の基準温度よりも低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるそ
の摩擦係合要素のトルク容量の指令値を小さくするように補正する変速動作追加補正手段
とを備えさせた構成も挙げられる。
【００３２】
　このように、電動機の温度に応じた摩擦係合要素のトルク容量の補正だけでなく、摩擦
係合要素の摩擦接触面の表面温度に応じた摩擦係合要素のトルク容量の指令値の補正も行
うようにすることで、より高精度で最適なトルク容量をもって変速機の変速動作を行わせ
ることができる。尚、摩擦接触面の表面温度が所定の基準温度よりも高いほど摩擦係合要
素のトルク容量の指令値を大きくするようにした理由は、摩擦接触面の表面温度が高くな
ると、表面温度が低い場合に比べて、相手側の摩擦接触面と接触する際における摩擦抵抗
が低くなり、その結果、駆動源の出力トルクに対して相対的にトルク容量が不足した状況
を引き起こしてしまう可能性があるためである。つまり、摩擦係合要素のトルク容量の指
令値を大きくすることで、上記摩擦接触面の表面温度が高くなっていることによる悪影響
を解消するようにしている。
【００３３】
　また、上記の目的を達成するための他の解決手段としては以下のものも挙げられる。つ
まり、走行用の駆動力を出力する駆動源と、この駆動源から駆動輪までの間の動力伝達経
路に備えられ且つ摩擦係合要素の係合状態を変更することによって変速動作を行う変速機
と、この変速機の変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の制御装置を前提と
する。この車両の制御装置に対し、上記駆動源の温度を推定または検出する温度認識手段
と、上記温度認識手段によって推定または検出された駆動源の温度に基づいて上記変速機
制御手段による変速機の変速動作を補正する変速動作補正手段とを備えさせている。
【００３４】
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　この場合に、上記駆動源は内燃機関であり、上記温度認識手段が、内燃機関の冷却水温
度または潤滑油温度を検出する構成としている。
【００３５】
　そして、温度認識手段によって推定または検出された内燃機関の温度が所定の暖機運転
完了温度よりも低いほど、上記変速動作補正手段が、摩擦係合要素の係合状態を変更する
際におけるその摩擦係合要素のトルク容量を小さくするように補正する構成としている。
【００３６】
　また、温度認識手段によって推定または検出された内燃機関の温度が所定の暖機運転完
了温度よりも高いほど、上記変速動作補正手段が、摩擦係合要素の係合状態を変更する際
におけるその摩擦係合要素のトルク容量を大きくするように補正する構成としている。
【００３７】
　内燃機関にあっては、例えば冷間始動直後などのように内燃機関の温度が比較的低い状
態では、潤滑油の粘性が高く、これが攪拌抵抗になるなどして出力トルクが低くなる傾向
がある。これに対し、内燃機関の暖機完了後、つまり、内燃機関の温度が比較的高い状態
になると、上記攪拌抵抗の低減により出力トルクが高くなる傾向がある。この点を考慮し
、本解決手段では、内燃機関の温度（例えば冷却水温度や潤滑油温度から認識される温度
）と出力トルクとの相関に基づいて摩擦係合要素のトルク容量を補正している。従って、
本解決手段によっても、摩擦係合要素のトルク容量がエンジン出力に対して相対的に過剰
となってタイアップショックを招いたり、摩擦係合要素のトルク容量がエンジン出力に対
して相対的に不足して内燃機関回転数が吹け上がるといった状況を回避することができる
。
【００３８】
　また、内燃機関自体の温度に応じて摩擦係合要素のトルク容量を補正するものに代えて
、内燃機関に吸入される吸気温度に応じて摩擦係合要素のトルク容量を補正するようにし
たものも本発明の技術的思想の範疇である。つまり、走行用の駆動力を出力する内燃機関
と、この内燃機関から駆動輪までの間の動力伝達経路に備えられ且つ摩擦係合要素の係合
状態を変更することによって変速動作を行う変速機と、この変速機の変速動作を制御する
変速機制御手段とを備えた車両の制御装置を前提とする。この車両の制御装置に対し、上
記内燃機関に吸入される吸気の温度を検出する温度認識手段と、上記温度認識手段によっ
て検出された吸気の温度に基づいて上記変速機制御手段による変速機の変速動作を補正す
る変速動作補正手段とを備えさせている。
【００３９】
　この場合に、温度認識手段によって検出された吸気の温度が所定温度よりも高いほど、
上記変速動作補正手段が、摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合要
素のトルク容量を小さくするように補正する構成としている。
【００４０】
　また、温度認識手段によって検出された吸気の温度が所定温度よりも低いほど、上記変
速動作補正手段が、摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合要素のト
ルク容量を大きくするように補正する構成としている。
【００４１】
　内燃機関は、吸気の温度が低いほど気筒内への空気の充填効率が高まるため出力トルク
としては高くなる。逆に、吸気の温度が高いほど空気の充填効率が低くなって出力トルク
としては低くなる。この点を考慮し、本解決手段では、内燃機関に吸入される吸気の温度
と出力トルクとの相関に基づいて摩擦係合要素のトルク容量を補正している。従って、本
解決手段によっても、摩擦係合要素のトルク容量がエンジン出力に対して相対的に過剰と
なってタイアップショックを招いたり、摩擦係合要素のトルク容量がエンジン出力に対し
て相対的に不足して内燃機関回転数が吹け上がるといった状況を回避することができる。
【００４２】
　尚、ここでいう吸気の所定温度とは、例えば２０℃に設定される。このような設定によ
り、例えば、吸気の充填効率が低くなる傾向にある夏期では摩擦係合要素のトルク容量が
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小さめに設定され、吸気の充填効率が高くなる傾向にある冬期では摩擦係合要素のトルク
容量が大きめに設定されるといった状態を得ることができる。上記の値はこれに限定され
るものではない。
【００４３】
　また、電動機の温度に応じて、その電動機に対するトルク指令値を補正するようにした
ものも本発明の技術的思想の範疇である。つまり、走行用の駆動力を出力する電動機と、
この電動機にトルク指令値を出力することでこの電動機を駆動制御する電動機制御手段と
を備えた車両の制御装置を前提とする。この車両の制御装置に対し、上記電動機の温度を
推定または検出する温度認識手段と、上記温度認識手段によって推定または検出された電
動機の温度に基づいて上記電動機制御手段から出力されるトルク指令値を補正するトルク
指令値補正手段とを備えさせている。
【００４４】
　この場合に、温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度が所定温度より
も高いほど、上記トルク指令値補正手段が、トルク指令値を高くするように補正する構成
としている。
【００４５】
　また、温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度が所定温度よりも低い
ほど、上記トルク指令値補正手段が、トルク指令値を低くするように補正する構成として
いる。
【００４６】
　これらの特定事項によれば、電動機の温度に関わりなく、この電動機からは常に所望の
出力トルクが得られることになり、車両の走行安定性及びドライバの要求に応じた走行性
能を得ることが可能になる。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明では、電動機等の駆動源自体の温度やその環境温度の変化に起因する出力トルク
の変動量を認識し、その変動量に応じて変速機における摩擦係合要素のトルク容量を補正
するなどして、上記出力トルクの変動に起因する不具合を招かないような制御動作を行う
ようにしている。このため、温度の影響による電動機等の駆動源の出力トルク変動の悪影
響を受けることなしに変速動作時のタイアップショックや電動機回転数の吹け上がりを回
避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００４９】
　（第１実施形態）
　本実施形態は、２つのモータ・ジェネレータを備え、且つＦＲ（フロントエンジン・リ
ヤドライブ）車として構成されたハイブリッド車に対して本発明を適用した場合について
説明する。
【００５０】
　図１は本実施形態に係るハイブリッド車ＨＶの一例を示す概略構成図である。
【００５１】
　このハイブリッド車ＨＶは、エンジン１、第１モータジェネレータＭＧ１、第２モータ
ジェネレータＭＧ２、動力分配機構２、自動変速機３、インバータ４、ＨＶバッテリ５、
デファレンシャルギヤ６、駆動輪７、油圧制御回路３００（図４参照）、及び、ＥＣＵ（
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）１００などを備えている。
【００５２】
　これらエンジン１、各モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２、動力分配機構２、自動変速
機３、及び、ＥＣＵ１００の各部について以下に説明する。
【００５３】
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　－エンジン－
　エンジン（駆動源）１は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの燃料を燃焼さ
せて動力を出力する公知の動力装置（内燃機関）であって、スロットル開度（吸気量）、
燃料噴射量、点火時期などの運転状態を制御できるように構成されている。また、エンジ
ン１の出力軸であるクランクシャフト１１の回転数（エンジン回転数）はエンジン回転数
センサ２０１によって検出される。このエンジン１は上記ＥＣＵ１００によって駆動制御
される。
【００５４】
　－モータジェネレータ－
　モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２は交流同期電動機であって、電動機（駆動源）とし
て機能するとともに発電機としても機能する。モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２はイン
バータ４を介してＨＶバッテリ５に接続されている。インバータ４はＥＣＵ１００によっ
て制御され、そのインバータ４の制御により、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の回生
または力行（アシスト）が設定される。その際の回生電力はＨＶバッテリ５にインバータ
４を介して充電される。また、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の駆動用電力はＨＶバ
ッテリ５からインバータ４を介して供給される。尚、上記ＨＶバッテリ５は、ニッケル水
素、リチウムイオン等の二次電池や燃料電池などが適用される。また、ＨＶバッテリ５に
代わる蓄電装置として、電気二重層コンデンサ等の大容量キャパシタなどを用いることも
可能である。
【００５５】
　－動力分配機構－
　動力分配機構２は、外歯歯車のサンギヤＳ２１と、このサンギヤＳ２１と同心円上に配
置された内歯歯車のリングギヤＲ２１と、上記サンギヤＳ２１に噛み合うとともに、リン
グギヤＲ２１に噛み合う複数のピニオンギヤＰ２１と、この複数のピニオンギヤＰ２１を
自転かつ公転自在に保持するキャリアＣＡ２１とを備え、これらサンギヤＳ２１、リング
ギヤＲ２１及びキャリアＣＡ２１を回転要素として差動作用を行う遊星歯車機構で構成さ
れている。
【００５６】
　この動力分配機構２のキャリアＣＡ２１にはエンジン１の出力軸であるクランクシャフ
ト１１が連結されている。また、動力分配機構２のサンギヤＳ２１には第１モータジェネ
レータＭＧ１の回転軸が連結されている。そして、動力分配機構２のリングギヤＲ２１に
はリングギヤ軸２１が連結されている。このリングギヤ軸２１はデファレンシャルギヤ６
を介して駆動輪７に連結されている。また、リングギヤ軸２１には第２モータジェネレー
タＭＧ２の回転軸が自動変速機３を介して連結されている。
【００５７】
　このような構造の動力分配機構２において、第１モータジェネレータＭＧ１が発電機と
して機能するときには、キャリアＣＡ２１から入力されるエンジン１からの動力をサンギ
ヤＳ２１側とリングギヤＲ２１側にそのギヤ比に応じて分配する。一方、第１モータジェ
ネレータＭＧ１が電動機として機能するときには、キャリアＣＡ２１から入力されるエン
ジン１からの動力とサンギヤＳ２１から入力される第１モータジェネレータＭＧ１からの
動力とを統合してリングギヤＲ２１に出力する。
【００５８】
　－自動変速機－
　自動変速機３は、図２に示すように、ダブルピニオン型の第１遊星歯車機構３１、シン
グルピニオン型の第２遊星歯車機構３２、及び、２つのブレーキ（摩擦係合要素）Ｂ１，
Ｂ２などを備えた遊星歯車式の変速機であって、入力軸３０が第２モータジェネレータＭ
Ｇ２の回転軸に連結されている。また、自動変速機３の出力軸３３はリングギヤ軸（出力
軸）２１（図１を参照）に連結されている。
【００５９】
　第１遊星歯車機構３１は、外歯歯車のサンギヤＳ３１と、このサンギヤＳ３１と同心円
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上に配置された内歯歯車のリングギヤＲ３１と、サンギヤＳ３１に噛み合う複数の第１ピ
ニオンギヤＰ３１ａと、この第１ピニオンギヤＰ３１ａに噛み合うとともに、リングギヤ
Ｒ３１に噛み合う複数の第２ピニオンギヤＰ３１ｂと、これら複数の第１ピニオンギヤＰ
３１ａ及び複数の第２ピニオンギヤＰ３１ｂを連結して自転かつ公転自在に保持するキャ
リアＣＡ３１とを備えている。第１遊星歯車機構３１のキャリアＣＡ３１は第２遊星歯車
機構３２のキャリアＣＡ３２に一体的に連結されている。そして、第１遊星歯車機構３１
のサンギヤＳ３１はブレーキＢ１を介して非回転部材であるハウジングＨに選択的に連結
されており、ブレーキＢ１の係合によってサンギヤＳ３１の回転が阻止される。
【００６０】
　第２遊星歯車機構３２は、外歯歯車のサンギヤＳ３２と、このサンギヤＳ３２と同心円
上に配置された内歯歯車のリングギヤＲ３２と、サンギヤＳ３２に噛み合うとともに、リ
ングギヤＲ３２に噛み合う複数のピニオンギヤＰ３２と、複数のピニオンギヤＰ３２を自
転かつ公転自在に保持するキャリアＣＡ３２とを備えている。この第２遊星歯車機構３２
のサンギヤＳ３２は上記入力軸３０に連結されており、キャリアＣＡ３２は上記出力軸３
３に連結されている。さらに、第２遊星歯車機構３２のリングギヤＲ３２はブレーキＢ２
を介してハウジングＨに選択的に連結されており、ブレーキＢ２の係合によりリングギヤ
Ｒ３２の回転が阻止される。
【００６１】
　そして、以上の如く構成された自動変速機３の入力軸３０の回転数（入力回転数Ｎｍ）
は入力軸回転数センサ２０３によって検出される。また、自動変速機３の出力軸３３の回
転数は出力軸回転数センサ２０４によって検出される。これら入力軸回転数センサ２０３
及び出力軸回転数センサ２０４の出力信号から得られる回転数の比（出力回転数／入力回
転数）に基づいて、自動変速機３の現状ギヤ段を判定することができる。
【００６２】
　自動変速機３は運転者がシフトレバー等のレンジ切換え手段を操作することにより、例
えばＰレンジ（パーキングレンジ）、Ｎレンジ（ニュートラルレンジ）、Ｄレンジ（前進
走行レンジ）等に切り変えることができる。
【００６３】
　以上の自動変速機３では、摩擦係合要素であるブレーキＢ１，Ｂ２を所定の状態に係合
または解放することによってギヤ段（変速段）が設定される（変速機制御手段による変速
動作）。自動変速機３のブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放状態を図３の作動表に示す。図
３の作動表において「○」は「係合」を表し、「空欄」は「解放」を表している。また、
「△」はブレーキＢ１，Ｂ２のうちの一方を「係合」し他方を「解放」することを表して
いる。
【００６４】
　この例の自動変速機３において、ブレーキＢ１，Ｂ２の双方を解放することにより、入
力軸３０（第２モータジェネレータＭＧ２の回転軸）と出力軸３３（リングギヤ軸２１）
とを切り離すことができる（ニュートラル状態）が、ＮレンジにおいてはブレーキＢ２ま
たはＢ１を係合し、第２モータジェネレータＭＧ２のトルクを発生させないことでニュー
トラル状態を達成する。
【００６５】
　また、変速ギヤ段の１速（１ｓｔ）は、ブレーキＢ２を係合し、ブレーキＢ１を解放す
ることによって設定される。ブレーキＢ２が係合すると、第２遊星歯車機構３２のリング
ギヤＲ３２の回転が固定され、その回転が固定されたリングギヤＲ３２と、第２モータジ
ェネレータＭＧ２によって回転するサンギヤＳ３２とによって、キャリアＣＡ３２つまり
出力軸３３が低速回転する。
【００６６】
　変速ギヤ段の２速（２ｎｄ）は、ブレーキＢ１を係合し、ブレーキＢ２を解放すること
によって設定される。ブレーキＢ１が係合すると、第１遊星歯車機構３１のサンギヤＳ３
１の回転が固定され、その回転が固定されたサンギヤＳ３１と、第２モータジェネレータ
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ＭＧ２によって回転するサンギヤＳ３２（リングギヤ３１）の回転とによって、キャリア
ＣＡ３２（キャリアＣＡ３１）つまり出力軸３３が高速回転する。
【００６７】
　以上の自動変速機３において、１速（１ｓｔ）から２速（２ｎｄ）へのアップ変速は、
ブレーキＢ２を解放すると同時にブレーキＢ１を係合するクラッチツークラッチ変速制御
によって達成される。また、２速（２ｎｄ）から１速（１ｓｔ）へのダウン変速は、ブレ
ーキＢ１を解放すると同時にブレーキＢ２を係合するクラッチツークラッチ変速制御によ
って達成される。これらブレーキＢ１，Ｂ２の係合時または解放時の油圧は油圧制御回路
３００（図４参照）によって制御される。
【００６８】
　油圧制御回路３００には、リニアソレノイドバルブ及びオンオフソレノイドバルブなど
が設けられており、それらソレノイドバルブの励磁・非励磁を制御して油圧回路を切り替
えることによって自動変速機３のブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放を制御することができ
る。油圧制御回路３００のリニアソレノイドバルブ及びオンオフソレノイドバルブの励磁
・非励磁は、ＥＣＵ１００からのソレノイド制御信号（指示油圧信号）によって制御され
る。
【００６９】
　図４は、上記油圧制御回路３００の概略構成を示している。この図４に示すように、油
圧制御回路３００は、エンジン１の回転により駆動され且つブレーキＢ１，Ｂ２を作動さ
せるのに十分な圧送性能をもってオイル（オートマチックトランスミッションフルード：
ＡＴＦ）をオイル用流路３０１に圧送する機械式ポンプＭＰと、内蔵される図示しない電
動モータにより駆動され且つブレーキＢ１，Ｂ２を作動させるのに必要最低限の圧送性能
をもってオイルをオイル用流路３０１に圧送する電動ポンプＥＰと、機械式ポンプＭＰや
電動ポンプＥＰからオイル用流路３０１に圧送されたオイルのライン油圧ＰＬを調整する
３ウェイソレノイドバルブ３０２およびプレッシャコントロールバルブ３０３と、ライン
油圧ＰＬを用いてブレーキＢ１，Ｂ２の係合力を調整するリニアソレノイドバルブ３０４
，３０５やコントロールバルブ３０６，３０７、アキュムレータ３０８，３０９とから構
成されている。この油圧制御回路３００では、ライン油圧ＰＬは、３ウェイソレノイドバ
ルブ３０２を駆動してプレッシャコントロールバルブ３０３の開閉を制御することにより
調整することができる。また、ブレーキＢ１，Ｂ２の係合力は、リニアソレノイドバルブ
３０４，３０５に印加する電流を制御することによりライン油圧ＰＬをブレーキＢ１，Ｂ
２に伝達させるコントロールバルブ３０６，３０７の開閉を制御することにより調節する
ことができる。また、この油圧制御回路３００では、機械式ポンプＭＰまたは電動ポンプ
ＥＰから圧送されたオイルのうちブレーキＢ１，Ｂ２の作動に用いられなかった余剰のオ
イルと、ブレーキＢ１，Ｂ２の作動に用いられた後のプレッシャコントロールバルブ３０
３からの戻りのオイルとを潤滑油としてオイル用流路３１０を介して動力分配機構２に供
給する。
【００７０】
　－ＥＣＵ－
　ＥＣＵ１００は、図５に示すように、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３及び
バックアップＲＡＭ１０４などを備えている。
【００７１】
　ＲＯＭ１０２には、ハイブリッド車ＨＶの基本的な運転に関する制御の他、ハイブリッ
ド車ＨＶの走行状態に応じて自動変速機３のギヤ段を設定する変速制御を実行するための
プログラムを含む各種プログラムなどが記憶されている。この変速制御の具体的な内容に
ついては後述する。
【００７２】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に記憶された各種制御プログラムやマップに基づいて演
算処理を実行する。また、ＲＡＭ１０３はＣＰＵ１０１での演算結果や各センサから入力
されたデータ等を一時的に記憶するメモリであり、バックアップＲＡＭ１０４はエンジン
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１の停止時にその保存すべきデータ等を記憶する不揮発性のメモリである。
【００７３】
　これらＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３及びバックアップＲＡＭ１０４はバ
ス１０６を介して互いに接続されるとともに、インターフェース１０５と接続されている
。
【００７４】
　ＥＣＵ１００のインターフェース１０５には、上記エンジン回転数センサ２０１、エン
ジン１のスロットルバルブの開度を検出するスロットル開度センサ２０２、上記入力軸回
転数センサ２０３、出力軸回転数センサ２０４、アクセルペダルの開度を検出するアクセ
ル開度センサ２０５、シフトレバーの位置を検出するシフトポジションセンサ２０６、及
び、ハイブリッド車ＨＶの車速を検出する車速センサ２０７などが接続されており、これ
らの各センサからの信号がＥＣＵ１００に入力される。
【００７５】
　ＥＣＵ１００は、上記した各種センサの出力信号に基づいて、エンジン１のスロットル
開度（吸気量）制御、燃料噴射制御及び点火時期制御などを含むエンジン１の各種制御を
実行する。
【００７６】
　また、ＥＣＵ１００は、自動変速機３の油圧制御回路３００にソレノイド制御信号（ブ
レーキ油圧指令信号）を出力する。このソレノイド制御信号に基づいて、油圧制御回路３
００のリニアソレノイドバルブ３０４，３０５やコントロールバルブ３０６，３０７など
が制御され、所定のギヤ段（１速または２速）を構成するように、ブレーキＢ１，Ｂ２が
所定の状態に係合または解放される。
【００７７】
　さらに、ＥＣＵ１００は下記の「変速制御」及び「走行制御」を実行する。
【００７８】
　－変速制御－
　まず、ＥＣＵ１００は、アクセル開度センサ２０５の出力信号に基づいてアクセル開度
Ａｃを算出するとともに、車速センサ２０７に出力信号に基づいて車速Ｖを算出し、それ
らアクセル開度Ａｃ及び車速Ｖに基づいて、図６に示すマップを参照して要求トルクＴｒ
を求める。
【００７９】
　次に、車速Ｖ及び要求トルクＴｒに基づいて、図７に示す変速マップを参照して目標ギ
ヤ段を算出するとともに、入力軸回転数センサ２０３及び出力軸回転数センサ２０４の出
力信号から得られる回転数の比（出力回転数／入力回転数）に基づいて、自動変速機３の
現状ギヤ段を判定し、それら目標ギヤ段と現状ギヤ段とを比較して変速操作が必要である
か否かを判定する。
【００８０】
　その判定結果により、変速の必要がない場合（目標ギヤ段と現状ギヤ段とが同じで、ギ
ヤ段が適切に設定されている場合）には、現状ギヤ段を維持するソレノイド制御信号（ブ
レーキ油圧指令信号）を自動変速機３の油圧制御回路３００に出力する。
【００８１】
　一方、目標ギヤ段と現状ギヤ段とが異なる場合には変速制御を行う。例えば、自動変速
機３のギヤ段が「２速」の状態で走行している状況から、ハイブリッド車ＨＶの走行状態
が変化（例えば車速が変化）して、例えば図７に示す点Ａから点Ｂに変化した場合、変速
マップから算出される目標ギヤ段が「１速」となり、その１速のギヤ段を設定するソレノ
イド制御信号（ブレーキ油圧指令信号）を自動変速機３の油圧制御回路３００に出力して
、摩擦係合要素であるブレーキＢ１を解放すると同時にブレーキＢ２を係合することによ
り、２速のギヤ段から１速のギヤ段への変速（２ｎｄ→１ｓｔダウン変速）を行う。
【００８２】
　なお、図６に示す要求トルク算出用のマップは、車速Ｖ及びアクセル開度Ａｃをパラメ
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ータとして、要求トルクＴｒを実験・計算等により経験的に求めた値をマップ化したもの
で、ＥＣＵ１００のＲＯＭ１０２に記憶されている。
【００８３】
　また、図７に示す変速マップは、車速Ｖ及び要求トルクＴｒをパラメータとし、それら
車速Ｖ及び要求トルクＴｒに応じて、適正なギヤ段を求めるための２つの領域（１ｓｔ領
域及び２ｎｄ領域）が設定されたマップであって、ＥＣＵ１００のＲＯＭ１０２に記憶さ
れている。変速マップの２つの領域は変速線（ギヤ段の切り換えライン）によって区画さ
れている。
【００８４】
　－走行制御－
　ＥＣＵ１００は、上記と同様な処理により、アクセル開度Ａｃ及び車速Ｖに基づいて図
６に示すマップを参照してリングギヤ軸（出力軸）２１に出力すべき要求トルクＴｒを算
出し、この要求トルクＴｒに対応する要求動力がリングギヤ軸２１に出力されるように、
エンジン１及びモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２（インバータ４）を駆動制御して所定
の走行モードでハイブリッド車ＨＶを走行させる。
【００８５】
　例えば、発進時や低速走行時のようにエンジン効率が低くなる領域では、エンジン１の
運転を停止し、要求動力に見合う動力を第２モータジェネレータＭＧ２から自動変速機３
を介してリングギヤ軸２１に出力する。通常走行時には、要求動力に見合う動力がエンジ
ン１から出力されるようにエンジン１を駆動するとともに、第１モータジェネレータＭＧ
１によって最適燃費となるようにエンジン１の回転数を制御する。
【００８６】
　また、第２モータジェネレータＭＧ２を駆動してトルクをアシストする場合、車速Ｖが
遅い状態では自動変速機３のギヤ段を１ｓｔに設定してリングギヤ軸（出力軸）２１に付
加するトルクを大きくし、車速Ｖが増大した状態では自動変速機３のギヤ段を２ｎｄに設
定して第２モータジェネレータＭＧ２の回転数を相対的に低下させて損失を低減すること
で、効率の良いトルクアシストを実行する。さらに、第２モータジェネレータＭＧ２の運
転を停止し、第１モータジェネレータＭＧ１でエンジントルクの反力を受け持ちながら、
エンジン１から動力分配機構２を介してリングギヤ軸２１に直接伝達されるトルク（直達
トルク）だけで走行するという走行制御も実行される。
【００８７】
　－ブレーキ油圧制御－
　次に、本実施形態の特徴とする動作であるブレーキ油圧制御について説明する。このブ
レーキ油圧制御は、上記ブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放を行わせるために油圧制御回路
３００によってブレーキＢ１，Ｂ２に付与される油圧を制御するものである。
【００８８】
　そして、本実施形態では、このブレーキ油圧制御は、第２モータジェネレータＭＧ２の
ロータ磁石温度に基づいて行われる。
【００８９】
　上記第２モータジェネレータＭＧ２に対する出力トルク指令値（以下、単に指令値と呼
ぶ）であるパルス信号は、ロータ磁石温度が７５℃となっていることを条件として設定さ
れている。つまり、ロータ磁石温度が７５℃である場合に、第２モータジェネレータＭＧ
２から所望の出力トルクを得るべく上記指令値を設定している。具体的には、上記インバ
ータ４が、ＥＣＵ１００からのスイッチング制御信号に応答した電力用半導体スイッチン
グ素子のオンオフ制御（スイッチング制御）を行うことにより、電源ラインから受ける直
流電圧を三相交流電圧に変換し、その変換した三相交流電圧を第２モータジェネレータＭ
Ｇ２へ出力することにより、第２モータジェネレータＭＧ２が指令値に従った出力トルク
を発生するように駆動制御している。そして、この第２モータジェネレータＭＧ２に対す
る指令値は、ロータ磁石温度が７５℃であると仮定した場合に、第２モータジェネレータ
ＭＧ２に要求される適切な出力トルクが得られるような値に設定されている。つまり、ロ
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ータ磁石温度が７５℃（基準温度）に維持されておれば、指令値に応じて第２モータジェ
ネレータＭＧ２から適切な出力トルクが得られることになる。
【００９０】
　しかしながら、第２モータジェネレータＭＧ２のロータ磁石温度は、第２モータジェネ
レータＭＧ２の使用状況等に応じて刻々と変動している。このようにロータ磁石温度が変
動する状況にあっては、そのロータ磁石温度に応じて第２モータジェネレータＭＧ２の能
力が変化することになる。具体的には、ロータ磁石温度が基準温度よりも高くなると、第
２モータジェネレータＭＧ２に対する指令値によって本来得られるべき出力トルクよりも
実際の出力トルクが小さくなる傾向がある。逆に、ロータ磁石温度が基準温度よりも低く
なると、第２モータジェネレータＭＧ２に対する指令値によって本来得られるべき出力ト
ルクよりも実際の出力トルクが大きくなる傾向がある。図８は、上記指令値に対して実際
の出力トルクの乖離幅とロータ磁石温度との関係を示している。このように、基準温度（
本実施形態の場合には７５℃）に対してロータ磁石温度が高くなっていくほど、実際の出
力トルクは小さくなっていく。逆に、基準温度（７５℃）に対してロータ磁石温度が低く
なっていくほど、実際の出力トルクは大きくなっていく。
【００９１】
　このような状況を踏まえ、本実施形態では、第２モータジェネレータＭＧ２のロータ磁
石温度に応じて油圧制御回路３００からブレーキＢ１，Ｂ２に付与される油圧を制御する
ようにしている。具体的には、基準温度に対してロータ磁石温度が高いほど、変速動作時
において油圧制御回路３００からブレーキＢ１，Ｂ２に付与される油圧を低く設定し、逆
に、基準温度に対してロータ磁石温度が低いほど、変速動作時において油圧制御回路３０
０からブレーキＢ１，Ｂ２に付与される油圧を高く設定するようにしている（変速動作補
正手段による変速動作の補正制御）。
【００９２】
　この制御動作を実現するために、本実施形態では、上記第２モータジェネレータＭＧ２
のロータ磁石温度を推定するためのロータ磁石温度推定マップがＥＣＵ１００のＲＯＭ１
０２に記憶されている。このロータ磁石温度推定マップは、第２モータジェネレータＭＧ
２の駆動履歴、例えば単位期間当たりの駆動回転数と、ロータ磁石温度の上昇量との関係
を書き込んだものであって、実験・計算等により経験的に求めた値がマップ化されている
。
【００９３】
　以下、このブレーキ油圧制御動作を、図９のフローチャートに沿って説明する。この図
９に示すブレーキ油圧制御動作のルーチンは、上記ＥＣＵ１００において所定時間（例え
ば数ｍｓｅｃ）毎に繰り返して実行される。
【００９４】
　先ず、ステップＳＴ１において、自動変速機３の変速要求がなされているか否かを判定
する。つまり、上述した図７に示す変速マップに従って変速動作を行っている状況で、現
在、変速動作を行うべきタイミングにあるか否かを判定する。変速要求が無い場合には、
このステップＳＴ１でＮｏ判定され、そのまま本ルーチンを終了する。
【００９５】
　自動変速機３の変速要求がなされており、ステップＳＴ１でＹｅｓ判定されると、ステ
ップＳＴ２において、第２モータジェネレータＭＧ２の駆動履歴から、上述したロータ磁
石温度推定マップにより第２モータジェネレータＭＧ２に備えられているロータ磁石の温
度を推定する（温度認識手段による温度推定動作）。
【００９６】
　そして、ステップＳＴ３において、上記推定されたロータ磁石の温度が所定の基準値に
あるか否かを判定する。尚、ここでは、推定されたロータ磁石の温度が基準範囲内にある
か否かを判定するようにしてもよい。この基準範囲内は、例えば上記基準温度（７５℃）
に対して±１０℃の範囲内に設定される。この基準範囲は任意に設定可能である。
【００９７】
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　そして、このステップＳＴ３の判定において、ロータ磁石の温度が所定の基準値にあっ
てＹｅｓに判定された場合には、ステップＳＴ４において、予め設定されている基準ブレ
ーキ油圧を得るためのブレーキ油圧指令値を油圧制御回路３００に出力し、この油圧制御
回路３００に発生する基準ブレーキ油圧によってブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放による
クラッチツークラッチ変速を行う。つまり、ブレーキ油圧の補正動作を行うことなしにク
ラッチツークラッチ変速を行う。
【００９８】
　一方、ロータ磁石の温度が所定の基準値から外れており、ステップＳＴ３でＮｏ判定さ
れた場合には、ステップＳＴ５に移って、上記推定されたロータ磁石の温度が基準値より
も高いか否かを判定する。
【００９９】
　ここで、ロータ磁石の温度が基準値よりも高く、Ｙｅｓ判定された場合には、ステップ
ＳＴ６に移り、図８に示した指令値に対する実際の出力トルクの乖離量とロータ磁石温度
との関係から、温度の影響による出力トルクの乖離量を認識して出力トルクの誤差（負側
の誤差）を検出する。その後、ステップＳＴ７に移り、上記誤差を考慮した実際のモータ
出力トルクを算出する。この場合、上記ロータ磁石温度が基準温度（７５℃）である場合
の出力トルクから上記乖離量が減算されることで実際のモータ出力トルクが算出される。
【０１００】
　そして、この算出された実際のモータ出力トルクに応じてブレーキ油圧の補正量（負側
の補正量）をステップＳＴ８で求め、ステップＳＴ９で、その補正されたブレーキ油圧が
得られるようにブレーキ油圧指令値を油圧制御回路３００に出力し、この油圧制御回路３
００に発生するブレーキ油圧によってブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放によるクラッチツ
ークラッチ変速を行う。つまり、ロータ磁石の温度が基準値にある場合よりも低いブレー
キ油圧によってブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放によるクラッチツークラッチ変速を行う
。
【０１０１】
　図１０は、この場合のモータ回転数、自動変速機３の出力軸トルク、ブレーキ油圧指令
値（実線は係合側のブレーキに対する油圧指令値、破線は解放側のブレーキに対する油圧
指令値）である。また、図中の一点鎖線はロータ磁石の温度が基準値である場合における
係合側のブレーキに対する油圧指令値であり、二点鎖線はロータ磁石の温度が基準値であ
る場合における解放側のブレーキに対する油圧指令値である。
【０１０２】
　このように、ロータ磁石の温度が基準値にある場合よりも低いブレーキ油圧によってブ
レーキＢ１，Ｂ２の係合・解放動作を行っている。これにより、自動変速機３がタイアッ
プ状態となることが回避され、変速ショック（タイアップショック）が防止されている。
尚、図１０に示すものでは、ブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放を行わせるためのブレーキ
油圧指令値として、定圧待機油圧及びスイープ油圧の各指令値を共に基準油圧指令値より
も低く設定している。例えば、基準温度に対してロータ磁石温度が１０ｄｅｇ高まる毎に
、これら定圧待機油圧及びスイープ油圧が５％低下するように指令値を補正する。これら
値はこれに限定されるものではない。
【０１０３】
　一方、ロータ磁石の温度が基準値よりも低く、ステップＳＴ５でＮｏ判定された場合に
は、ステップＳＴ１０に移り、図８に示した指令値に対する実際の出力トルクの乖離量と
ロータ磁石温度との関係から、温度の影響による出力トルクの乖離量を認識して出力トル
クの誤差（正側の誤差）を検出する。その後、ステップＳＴ１１に移り、上記誤差を考慮
した実際のモータ出力トルクを算出する。この場合、上記ロータ磁石温度が基準温度（７
５℃）である場合の出力トルクに対して上記乖離量が加算されることで実際のモータ出力
トルクが算出される。
【０１０４】
　そして、この算出された実際のモータ出力トルクに応じてブレーキ油圧の補正量（正側
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の補正量）をステップＳＴ１２で求め、ステップＳＴ９で、その補正されたブレーキ油圧
が得られるようにブレーキ油圧指令値を油圧制御回路３００に出力し、この油圧制御回路
３００に発生するブレーキ油圧によってブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放によるクラッチ
ツークラッチ変速を行う。つまり、ロータ磁石の温度が基準値にある場合よりも高いブレ
ーキ油圧によってブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放によるクラッチツークラッチ変速を行
う。
【０１０５】
　図１１は、この場合のモータ回転数、自動変速機３の出力軸トルク、ブレーキ油圧指令
値（実線は係合側のブレーキに対する油圧指令値、破線は解放側のブレーキに対する油圧
指令値）である。また、図中の一点鎖線はロータ磁石の温度が基準値である場合における
係合側のブレーキに対する油圧指令値であり、二点鎖線はロータ磁石の温度が基準値であ
る場合における解放側のブレーキに対する油圧指令値である。
【０１０６】
　このように、ロータ磁石の温度が基準値にある場合よりも高いブレーキ油圧によってブ
レーキＢ１，Ｂ２の係合・解放動作を行っている。これにより、第２モータジェネレータ
ＭＧ２に対する所謂負荷抜け状態が回避され、第２モータジェネレータＭＧ２の回転数が
急上昇する（吹け上がる）といった状況が防止されている。尚、図１１に示すものでは、
ブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放を行わせるためのブレーキ油圧指令値として、定圧待機
油圧及びスイープ油圧の各指令値を共に基準油圧指令値よりも高く設定している。例えば
、基準温度に対してロータ磁石温度が１０ｄｅｇ低くなる毎に、これら定圧待機油圧及び
スイープ油圧が５％上昇するように指令値を補正する。これら値はこれに限定されるもの
ではない。
【０１０７】
　以上説明してきたように、本実施形態によれば、第２モータジェネレータＭＧ２のロー
タ磁石温度が所定の基準温度よりも高いほど変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のト
ルク容量を小さくするように補正し、逆に、第２モータジェネレータＭＧ２のロータ磁石
温度が所定の基準温度よりも低いほど変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容
量を大きくするように補正している。これにより、ロータ磁石温度の変動の影響による第
２モータジェネレータＭＧ２の出力トルクの変動に対応して自動変速機３の変速動作を補
正することができる。このため、上記タイアップショックによる変速ショックの発生を防
止できる。また、第２モータジェネレータＭＧ２の吹け上がりを回避することができ、第
２モータジェネレータＭＧ２の駆動部分や摺動部分に掛かる負荷を軽減し、第２モータジ
ェネレータＭＧ２の長寿命化を図ることができる。
【０１０８】
　（変形例１）
　次に、第１実施形態の変形例１について説明する。本変形例に係るハイブリッド車も、
上述した第１実施形態のものと同様に、２つのモータ・ジェネレータを備え、且つＦＲ（
フロントエンジン・リヤドライブ）車として構成されている。
【０１０９】
　図１２は本変形例に係るハイブリッド車ＨＶを示す概略構成図である。この図１２にお
いて上述した第１実施形態のものと同一の構成部材については同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１１０】
　上述した第１実施形態のハイブリッド車ＨＶでは、第２モータジェネレータＭＧ２の回
転軸が自動変速機３の入力軸３０に連結され、モータジェネレータＭＧ２の動力を自動変
速機３を介してリングギヤ軸（出力軸）２１に出力する構造となっていた。
【０１１１】
　本変形例のものは、それに代えて、第２モータジェネレータＭＧ２の回転軸がリングギ
ヤ軸２１に連結され、エンジン１及び２台のモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の動力を
自動変速機３を介して出力軸２２（駆動輪７）に伝達する構造のハイブリッド車となって
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いる。
【０１１２】
　このようなハイブリッド車ＨＶに対しても本発明は適用可能である。つまり、第２モー
タジェネレータＭＧ２のロータ磁石温度が所定の基準温度よりも高いほど変速動作時にお
けるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を小さくするように補正し、逆に、第２モータジェ
ネレータＭＧ２のロータ磁石温度が所定の基準温度よりも低いほど変速動作時におけるブ
レーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を大きくするように補正するものである。
【０１１３】
　また、このように構成されたハイブリッド車ＨＶの場合、第１モータジェネレータＭＧ
１の出力トルクも自動変速機３に入力されることになるため、この第１モータジェネレー
タＭＧ１に備えられたロータ磁石の温度に応じてブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を、上
述した第１実施形態の場合と同様に補正することが好ましい。
【０１１４】
　（変形例２）
　次に、第１実施形態の変形例２について説明する。本変形例に係るハイブリッド車ＨＶ
では、上述した第１実施形態の如くロータ磁石の温度に応じて変速動作時におけるブレー
キＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正する制御に加えて、上記ブレーキＢ１，Ｂ２における摩
擦接触面の表面温度に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量の指令
値を更に補正（追加補正）するようにしている。
【０１１５】
　具体的に、ブレーキＢ１，Ｂ２の係合・解放が繰り返され、その際の摩擦熱等の影響に
より摩擦接触面の表面温度が高くなると、その表面温度が低い場合に比べて、相手側の摩
擦接触面と接触する際における摩擦抵抗が低くなる。このため、ブレーキＢ１，Ｂ２のト
ルク容量が、第２モータジェネレータＭＧ２の出力トルクに対して相対的に不足した状況
を引き起こしてしまう可能性がある。
【０１１６】
　本実施形態では、このような状況に鑑み、摩擦接触面の表面温度が所定の基準温度（例
えば５０℃）よりも高いほど、変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量の指
令値を大きくするように油圧制御回路３００に対する油圧指令値を更に補正する。逆に、
摩擦接触面の表面温度が所定の基準温度よりも低いほど、変速動作時におけるブレーキＢ
１，Ｂ２のトルク容量の指令値を小さくするように油圧制御回路３００に対する油圧指令
値を更に補正する（追加補正手段によるトルク容量補正動作）。
【０１１７】
　尚、本変形例では、摩擦接触面の表面温度を推定するための摩擦接触面温度推定マップ
がＥＣＵ１００のＲＯＭ１０２に記憶されている。この摩擦接触面温度推定マップは、ブ
レーキＢ１，Ｂ２の係合・解放動作の履歴、例えば単位期間当たりの係合・解放の回数と
摩擦接触面温度の上昇量との関係を書き込んだものであって、実験・計算等により経験的
に求めた値がマップ化されている。
【０１１８】
　そして、油圧指令値の補正動作として具体的には、上記摩擦接触面温度推定マップに従
って摩擦接触面の表面温度を推定し（摩擦接触面温度認識手段による表面温度の推定動作
）、基準温度に対して摩擦接触面の表面温度が１０ｄｅｇ高くなる毎に、上記定圧待機油
圧及びスイープ油圧が２％上昇するように指令値を補正し、基準温度に対して摩擦接触面
の表面温度が１０ｄｅｇ低くなる毎に、上記定圧待機油圧及びスイープ油圧が２％低下す
るように指令値を補正する。このように、ロータ磁石の温度変化による油圧補正量に対す
る影響度合いよりも、摩擦接触面の表面温度の温度変化による油圧補正量に対する影響度
合いを小さく設定している。これは、摩擦接触面の表面温度の変化はロータ磁石の温度変
化よりも急激である可能性があるので、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量が急激に大きく
変化して適正値から外れてしまうといったことを回避するためである。上記の値はこれに
限定されるものではない。
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【０１１９】
　また、各ブレーキＢ１，Ｂ２は、それぞれ温度が異なっている可能性がある。例えば、
係合側のブレーキでは摩擦接触面の表面温度の上昇が急激であるのに対し、解放側のブレ
ーキでは摩擦接触面の表面温度の上昇は緩慢である。この場合、各ブレーキＢ１，Ｂ２毎
に摩擦接触面の表面温度に応じて変速動作時におけるトルク容量の補正量を異ならせるよ
うにすることが好ましい。
【０１２０】
　尚、本変形例２の技術は上記変形例１に係るハイブリッド車ＨＶに対しても適用が可能
である。
【０１２１】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について説明する。本実施形態に係るハイブリッド車は、２つのモ
ータ・ジェネレータを備え、且つＦＦ（フロントエンジン・フロントドライブ）車として
構成されている。
【０１２２】
　図１３は本実施形態におけるハイブリッド車両ＨＶの概略構成図である。このハイブリ
ッド車両ＨＶは、所謂シリーズ／パラレルハイブリッド車両として構成されている。以下
のハイブリッド車両ＨＶの概略説明では、上述した第１実施形態との相違点について主に
説明する。
【０１２３】
　本実施形態に係るハイブリッド車ＨＶも、エンジン１、第１モータジェネレータＭＧ１
、第２モータジェネレータＭＧ２、動力分配機構２、インバータ４、ＨＶバッテリ５、駆
動輪７、油圧制御回路、及び、ＥＣＵ１００などを備えている。
【０１２４】
　また、本実施形態のものは自動変速機を備えておらず、動力分配機構２を介して伝達さ
れたエンジン１の出力トルクや第２モータジェネレータＭＧ２の出力トルクは、減速機８
を介して駆動輪（前輪）７に出力されるようになっている。
【０１２５】
　また、上記ＨＶバッテリ５とインバータ４との間には昇圧コンバータ９が備えられてお
り、ＨＶバッテリ５からモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２に給電が行われる際に、バッ
テリ電圧が昇圧されるようになっている。
【０１２６】
　このように構成されたハイブリッド車ＨＶに対し、本実施形態では、上記第１モータジ
ェネレータＭＧ１のロータ磁石温度に基づいて、この第１モータジェネレータＭＧ１に対
するトルク指令値を補正するようにしている（トルク指令値補正手段によるトルク指令値
の補正動作）。以下、具体的に説明する。
【０１２７】
　上記第１モータジェネレータＭＧ１に対するトルク指令値であるパルス信号は、ロータ
磁石温度が７５℃（基準温度）となっていることを条件として設定される。つまり、ロー
タ磁石温度が７５℃である場合に、所望の出力トルクを得るべく上記トルク指令値を設定
している。
【０１２８】
　しかしながら、第１モータジェネレータＭＧ１のロータ磁石温度は、第１モータジェネ
レータＭＧ１の使用状況等に応じて刻々と変動している。このようにロータ磁石温度が変
動する状況にあっては、そのロータ磁石温度に応じて第１モータジェネレータＭＧ１の能
力が変化することになる。具体的には、ロータ磁石温度が高くなると、第１モータジェネ
レータＭＧ１に対する指令値によって本来得られるべき出力トルクよりも実際の出力トル
クが小さくなる。逆に、ロータ磁石温度が低くなると、第１モータジェネレータＭＧ１に
対する指令値によって本来得られるべき出力トルクよりも実際の出力トルクが大きくなる
。
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【０１２９】
　このような状況を踏まえ、本実施形態では、ロータ磁石温度に応じて第１モータジェネ
レータＭＧ１に対する指令値であるパルス信号（トルク指令値）を補正するようにしてい
る。具体的には、基準温度に対してロータ磁石温度が高いほど、第１モータジェネレータ
ＭＧ１からの出力トルクが増大する方向に指令値を補正し、逆に、基準温度に対してロー
タ磁石温度が低いほど、第１モータジェネレータＭＧ１からの出力トルクが減少する方向
に指令値を補正するようにしている。例えば、基準温度に対してロータ磁石温度が１０ｄ
ｅｇ高まる毎に、第１モータジェネレータＭＧ１からの出力トルクが５％増大するように
指令値を補正し、逆に、基準温度に対してロータ磁石温度が１０ｄｅｇ低くなる毎に、第
１モータジェネレータＭＧ１からの出力トルクが５％減少するように指令値を補正する。
この補正量としてはこれに限定されるものではなく、ロータ磁石温度の変化の影響を受け
ることなく適正な出力トルクが得られる補正量に設定され、例えば実験・計算等により経
験的に求められる。
【０１３０】
　尚、本実施形態においても、上記第１モータジェネレータＭＧ１のロータ磁石温度を推
定するためのロータ磁石温度推定マップがＥＣＵ１００のＲＯＭ１０２に記憶されている
。このロータ磁石温度推定マップは、第１モータジェネレータＭＧ１の駆動履歴、例えば
単位期間当たりの駆動回転数とロータ磁石温度の上昇量との関係を書き込んだものであっ
て、実験・計算等により経験的に求めた値がマップ化されている。
【０１３１】
　このように、本実施形態では、第１モータジェネレータＭＧ１のロータ磁石温度に基づ
いて、この第１モータジェネレータＭＧ１に対するトルク指令値を補正するようにし、こ
れにより、ロータ磁石温度の変化の影響を受けることなく適正な出力トルクが常に得られ
るようにしている。これにより、ハイブリッド車ＨＶの走行安定性及びドライバの要求に
応じた走行性能を得ることが可能になる。
【０１３２】
　また、第２モータジェネレータＭＧ２に対しても同様の指令値補正動作を行うようにし
てもよい。つまり、基準温度に対してロータ磁石温度が高いほど、第２モータジェネレー
タＭＧ２からの出力トルクが増大する方向に指令値を補正し、逆に、基準温度に対してロ
ータ磁石温度が低いほど、第２モータジェネレータＭＧ２からの出力トルクが減少する方
向に指令値を補正するものである。
【０１３３】
　（第３実施形態）
　次に、第３実施形態について説明する。本実施形態は、エンジン１の温度に応じて変速
動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしたものである。
【０１３４】
　具体的に、エンジン（内燃機関）１にあっては、冷間始動直後などのように温度が比較
的低い状態では、潤滑油の粘性が高く、これが攪拌抵抗になるなどして出力トルクが低く
なる傾向がある。これに対し、暖機完了後、つまり、エンジン１の温度が比較的高い状態
になると、上記攪拌抵抗の低減により出力トルクが高くなる傾向がある。
【０１３５】
　この点を考慮し、本実施形態では、エンジン１の温度（冷却水温センサによって検出さ
れる冷却水温度や油温センサによって検出される潤滑油温度）と出力トルクとの相関に基
づいて自動変速機３のブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしている。
【０１３６】
　具体的には、冷却水温度や潤滑油温度から求められるエンジン１の温度が所定の暖機運
転完了温度（例えば冷却水温度で５０℃）よりも低いほど、変速動作時におけるブレーキ
Ｂ１，Ｂ２のトルク容量を小さくするように補正する。
【０１３７】
　一方、冷却水温度や潤滑油温度から求められるエンジン１の温度が所定の暖機運転完了
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温度よりも高いほど、変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を大きくする
ように補正する。
【０１３８】
　このように、本実施形態では、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量がエンジン出力に対し
て相対的に過剰となってタイアップショックを招いたり、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容
量がエンジン出力に対して相対的に不足して内燃機関回転数が吹け上がるといった状況を
回避することができる。
【０１３９】
　尚、本実施形態の如くエンジン１の温度に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ
２のトルク容量を補正するといった技術は、上述した各実施形態や変形例に示したハイブ
リッド車ＨＶに限られるものではなく、エンジン１のみを走行用の駆動源として備えた一
般的な車両に対しても適用が可能である。
【０１４０】
　（第４実施形態）
　次に、第４実施形態について説明する。上述した第３実施形態では、エンジン１の温度
に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしていた
。それに代えて、本実施形態では、エンジン１に吸入される吸気の温度（吸気温センサに
よって検出される吸気温度）に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容
量を補正するようにしたものである。
【０１４１】
　具体的に、エンジン（内燃機関）１にあっては、吸気の温度が低いほど気筒内への空気
の充填効率が高まるため出力トルクとしては高くなる。逆に、吸気の温度が高いほど空気
の充填効率が低くなって出力トルクとしては低くなる。
【０１４２】
　この点を考慮し、本実施形態では、エンジン１に吸入される吸気の温度と出力トルクと
の相関に基づいてブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしている。
【０１４３】
　具体的には、吸気温度が所定の基準温度（例えば２５℃）よりも低いほど、変速動作時
におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を大きくするように補正する。
【０１４４】
　一方、吸気温度が所定の基準温度よりも高いほど、変速動作時におけるブレーキＢ１，
Ｂ２のトルク容量を小さくするように補正する。
【０１４５】
　このように、本実施形態によっても、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量がエンジン出力
に対して相対的に過剰となってタイアップショックを招いたり、ブレーキＢ１，Ｂ２のト
ルク容量がエンジン出力に対して相対的に不足して内燃機関回転数が吹け上がるといった
状況を回避することができる。
【０１４６】
　尚、本実施形態の如くエンジン１の吸気温度に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１
，Ｂ２のトルク容量を補正するといった技術も、上述した各実施形態や変形例に示したハ
イブリッド車ＨＶに限られるものではなく、エンジン１のみを走行用の駆動源として備え
た一般的な車両に対しても適用が可能である。
【０１４７】
　－その他の実施形態－
　以上説明した各実施形態及び変形例では、２台のモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２が
搭載されたハイブリッド車ＨＶに本発明を適用した場合について説明したが、これに限ら
ず、１台もしくは３台以上のモータジェネレータが搭載されたハイブリッド車にも本発明
は適用可能である。
【０１４８】
　また、上述した第１及び第２実施形態及び変形例では、モータジェネレータＭＧ１，Ｍ
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Ｇ２の温度をその運転履歴等から推定するようにしたが、温度センサなどによって直接的
に温度検出するようにしてもよい。この場合、例えばモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２
のロータ磁石（回転体）に温度センサを直接的に接触させることは困難であるので、ステ
ータ側に温度センサを取り付け、その検出温度からロータ磁石温度を推定するようにする
。また、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２としては交流同期電動機を採用していたが、
誘導型モータを適用することも可能である。
【０１４９】
　また、上記各実施形態及びその変形例では、自動変速機３の摩擦係合要素を油圧式のブ
レーキＢ１，Ｂ２により構成したが、電磁クラッチにより摩擦係合要素を構成するように
したものに対しても本発明は適用可能である。この場合、例えば、電磁クラッチに与える
パルス信号のＤｕｔｙ制御によって係合・解放を行わせる場合に、そのＤｕｔｙ比を補正
することによって係合動作及び解放動作を制御する。具体的には、例えば電磁クラッチの
トルク容量を大きくする場合にはＤｕｔｙ比を増大する方向へ補正し、逆に、電磁クラッ
チのトルク容量を小さくする場合にはＤｕｔｙ比を減少する方向へ補正する。
【０１５０】
　また、上記各実施形態及び変形例では、前進２段変速の自動変速機３が搭載された車両
に本発明を適用した場合について説明したが、本発明はこれに限られることなく、他の任
意の変速段の遊星歯車式自動変速機が搭載された車両にも適用可能である。
【０１５１】
　更に、各実施形態及び変形例では、駆動源としてエンジン（内燃機関１）と電動機（モ
ータジェネレータ）ＭＧ１，ＭＧ２とが搭載されたハイブリッド車ＨＶに本発明を適用し
た例を示したが、本発明はこれに限られることなく、上記第１及び第２実施形態、変形例
にあっては、駆動源として電動機（モータジェネレータまたはモータ）のみが搭載された
電気自動車（ＥＶ）にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】第１実施形態に係るハイブリッド車を示す概略構成図である。
【図２】ハイブリッド車に搭載される自動変速機の概略構成図である。
【図３】自動変速機の作動表である。
【図４】自動変速機を制御するための油圧制御回路を示す図である。
【図５】ＥＣＵ等の制御系の構成を示すブロック図である。
【図６】要求トルク算出に用いるマップの一例を示す図である。
【図７】変速制御に用いる変速マップの一例を示す図である。
【図８】モータジェネレータのロータ磁石温度と出力トルクとの関係を示す図である。
【図９】ブレーキ油圧制御動作の手順を示すフローチャート図である。
【図１０】ロータ磁石温度が基準温度よりも高い場合における、モータ回転数、変速機の
出力軸トルク、ブレーキの油圧指令値の変化を示すタイミングチャート図である。
【図１１】ロータ磁石温度が基準温度よりも低い場合における、モータ回転数、変速機の
出力軸トルク、ブレーキの油圧指令値の変化を示すタイミングチャート図である。
【図１２】変形例に係るハイブリッド車を示す概略構成図である。
【図１３】第２実施形態に係るハイブリッド車を示す概略構成図である。
【図１４】従来例における図１０相当図である。
【図１５】従来例における図１１相当図である。
【符号の説明】
【０１５３】
１　　　　　　エンジン（内燃機関）
３　　　　　　自動変速機
７　　　　　　駆動輪
ＭＧ１　　　　第１モータジェネレータ（電動機、駆動源）
ＭＧ２　　　　第２モータジェネレータ（電動機、駆動源）
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Ｂ１，Ｂ２　　ブレーキ（摩擦係合要素）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月29日(2009.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用の駆動力を出力する電動機と、この電動機から駆動輪までの間の動力伝達経路に
備えられ且つ電動機から駆動輪へのトルク伝達に関わる摩擦係合要素を変更することによ
り上記動力伝達経路における変速段を切り換える変速動作を行う変速機と、この変速機の
変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の制御装置において、
　上記電動機の温度を推定または検出する温度認識手段と、
　上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度が所定の基準温度よりも
高いほど、その電動機温度に起因して電動機出力トルクが小さくなるのに応じて上記変速
動作時における摩擦係合要素のトルク容量を小さくするように補正する変速動作補正手段
とを備えていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　上記請求項１記載の車両の制御装置において、
　上記温度認識手段は電動機に備えられた磁石の温度を推定または検出するよう構成され
ていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項３】
　上記請求項１記載の車両の制御装置において、
　上記変速動作補正手段は、上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温
度が所定の基準温度よりも低いほど、その電動機温度に起因して電動機出力トルクが大き
くなるのに応じて上記変速動作時における摩擦係合要素のトルク容量を大きくするように
補正する構成となっていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項４】
　上記請求項１記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素は、油圧の供給により係合状態が変更されるようになっており、
　上記変速動作補正手段は、摩擦係合要素へ供給する油圧値を低く補正することにより摩
擦係合要素のトルク容量を小さくするよう構成されていることを特徴とする車両の制御装
置。
【請求項５】
　上記請求項３記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素は、油圧の供給により係合状態が変更されるようになっており、
　上記変速動作補正手段は、摩擦係合要素へ供給する油圧値を高く補正することにより摩
擦係合要素のトルク容量を大きくするよう構成されていることを特徴とする車両の制御装
置。
【請求項６】
　上記請求項１または３記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素は、電磁クラッチにより構成されており、
　上記変速動作補正手段は、電磁クラッチを作動させるための電圧値を補正することによ
り摩擦係合要素のトルク容量を補正するよう構成されていることを特徴とする車両の制御
装置。
【請求項７】
　上記請求項１～６のうち何れか一つに記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素の摩擦接触面の表面温度を推定または検出する摩擦接触面温度認識手
段と、
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　上記摩擦接触面温度認識手段によって推定または検出された摩擦接触面の表面温度が所
定の基準温度よりも高いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合
要素のトルク容量の指令値を大きくするように補正する変速動作追加補正手段とを備えて
いることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項８】
　上記請求項１～７のうち何れか一つに記載の車両の制御装置において、
　上記摩擦係合要素の摩擦接触面の表面温度を推定または検出する摩擦接触面温度認識手
段と、
　上記摩擦接触面温度認識手段によって推定または検出された摩擦接触面の表面温度が所
定の基準温度よりも低いほど摩擦係合要素の係合状態を変更する際におけるその摩擦係合
要素のトルク容量の指令値を小さくするように補正する変速動作追加補正手段とを備えて
いることを特徴とする車両の制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　このように車両にあっては、駆動源からの出力トルクが温度（上記ロータ磁石温度など
）によって変動するため、それが原因となって適正な制御が行えない（例えば変速機の変
速動作が適正に行えない）といった状況を招く可能性があった。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、電動機の
温度の変化に起因する車両制御への悪影響を解消することが可能な車両の制御装置を提供
することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　－課題の解決原理－
　上記の目的を達成するために講じられた本発明の解決原理は、電動機の温度の変化に起
因する出力トルクの変動量を認識し、その変動量に応じて変速機における摩擦係合要素の
トルク容量を補正するなどして、上記出力トルクの変動に起因する不具合を招かないよう
な制御動作を行うようにしている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２０】
　－解決手段－
　具体的に、本発明は、走行用の駆動力を出力する電動機と、この電動機から駆動輪まで
の間の動力伝達経路に備えられ且つ電動機から駆動輪へのトルク伝達に関わる摩擦係合要
素を変更することにより上記動力伝達経路における変速段を切り換える変速動作を行う変
速機と、この変速機の変速動作を制御する変速機制御手段とを備えた車両の制御装置を前
提とする。この車両の制御装置に対し、上記電動機の温度を推定または検出する温度認識
手段と、この温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度が所定の基準温度
よりも高いほど、その電動機温度に起因して電動機出力トルクが小さくなるのに応じて上
記変速動作時における摩擦係合要素のトルク容量を小さくするように補正する変速動作補
正手段とを備えさせている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　そして、上記摩擦係合要素が、油圧の供給により係合状態が変更されるものである場合
には、上記変速動作補正手段が、摩擦係合要素へ供給する油圧値を低く補正することによ
り摩擦係合要素のトルク容量を小さくするようにしている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　逆に、上記温度認識手段によって推定または検出された電動機の温度が所定の基準温度
よりも低いほど、その電動機温度に起因して電動機出力トルクが大きくなるのに応じて上
記変速動作時における摩擦係合要素のトルク容量を大きくするように補正する。そして、
上記摩擦係合要素が、油圧の供給により係合状態が変更されるものである場合には、上記
変速動作補正手段が、摩擦係合要素へ供給する油圧値を高く補正することにより摩擦係合
要素のトルク容量を大きくするようにしている。尚、ここでいう所定の基準温度とは、電
動機の定常駆動状態における温度であって、例えば７５℃に設定される。この値はこれに
限定されるものではない。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　本発明では、電動機の温度の変化に起因する出力トルクの変動量を認識し、その変動量
に応じて変速機における摩擦係合要素のトルク容量を補正するなどして、上記出力トルク
の変動に起因する不具合を招かないような制御動作を行うようにしている。このため、温
度の影響による電動機の出力トルク変動の悪影響を受けることなしに変速動作時のタイア
ップショックや電動機回転数の吹け上がりを回避することができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
　（参考例１）
　次に、参考例１について説明する。本参考例は、エンジン１の温度に応じて変速動作時
におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしたものである。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３５】
　この点を考慮し、本参考例では、エンジン１の温度（冷却水温センサによって検出され
る冷却水温度や油温センサによって検出される潤滑油温度）と出力トルクとの相関に基づ
いて自動変速機３のブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしている。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
　このように、本参考例では、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量がエンジン出力に対して
相対的に過剰となってタイアップショックを招いたり、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量
がエンジン出力に対して相対的に不足して内燃機関回転数が吹け上がるといった状況を回
避することができる。
【手続補正２８】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３９】
　尚、本参考例の如くエンジン１の温度に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２
のトルク容量を補正するといった技術は、上述した各実施形態や変形例に示したハイブリ
ッド車ＨＶに限られるものではなく、エンジン１のみを走行用の駆動源として備えた一般
的な車両に対しても適用が可能である。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４０】
　（参考例２）
　次に、参考例２について説明する。上述した参考例１では、エンジン１の温度に応じて
変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしていた。それに
代えて、本参考例では、エンジン１に吸入される吸気の温度（吸気温センサによって検出
される吸気温度）に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正す
るようにしたものである。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４２】
　この点を考慮し、本参考例では、エンジン１に吸入される吸気の温度と出力トルクとの
相関に基づいてブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量を補正するようにしている。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４５】
　このように、本参考例によっても、ブレーキＢ１，Ｂ２のトルク容量がエンジン出力に
対して相対的に過剰となってタイアップショックを招いたり、ブレーキＢ１，Ｂ２のトル
ク容量がエンジン出力に対して相対的に不足して内燃機関回転数が吹け上がるといった状
況を回避することができる。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４６】
　尚、本参考例の如くエンジン１の吸気温度に応じて変速動作時におけるブレーキＢ１，
Ｂ２のトルク容量を補正するといった技術も、上述した各実施形態や変形例に示したハイ
ブリッド車ＨＶに限られるものではなく、エンジン１のみを走行用の駆動源として備えた
一般的な車両に対しても適用が可能である。
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